
恭仁京跡、の条里地割について

は じ め に

和泉，播磨，近江など四畿内周辺諸国の条里が，

ほぼ郡単位に方位を異にするのに対して，畿内四国

に広範に広がる大規模正方位条星は，畿内制の成立

となんらかの関係を有するかのような感じさえ与え

る。ところが，それがいつ，どのように施行されて

いったかについては，いまだ不明な点が多し、。ただ

大和の京南条皇については，平城京のプランとの関

係から，その施行が平城京造営と深く関連すること

が指摘されてい2。大和の例のように，都城が営ま

れた地域では，少なくとも次のような点に関して，

ある程度の検討の余地があるものと恩われる。 (1)都

城プラソとの前後関係， (2)都城に先行するとすれば，

都城プランといかなる関係をもつか， (3)廃都後，い

かにして条里に復されていったか。以上の点につい

て前詰ではp 長岡京跡の条里地割について検討を試

みたが，本稿では恭仁京跡と考えられる地域につい

て，同様の検討を試みたい。

条里地割の検討にあたってはp 次のような約束を

することにした。つまり 2，500分の 1国土基本図上

に1町方格のメッシュをかけた場合， 2ミリつまり

5メートル以上方限からはずれるものは，おそら《

条皇地割と考えられる場合でも，ここでは考慮の対

象からはずして条坊関係地割と混同することを極力

避け，条里の原プランをできるだけj忠実に復原する

ということである。そのような態度で臨まなければ，

極めて精巧にプランされたと考えられる都裁との関

係は導き出せないだろうと考えるからである。

恭仁京は周知の通り，天平 12年 (740)末からわず
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図1 恭仁京復原図〈足利健亮原図〉

か3年間の短命な都であったが， [f'続日本紀』にみ

える「遷ェ平城二市於恭仁京一 J(天平13年8月)，

「班--給京都百姓宅地ー。従=賀世山西道ー，以東

為三左京ー。以西為=右京ー J(天平13年 9月〉等

の記事により，条坊の整備もある程度進んでいたこ

とが知られる。そのプランについては，すでに足利

健主の研究により， I~Hi明らかにされてきたところ
であり(図1)，本稿も概ね氏の復原に従っている。

その京域を広く覆う条里地割について，まず，恭

仁宮の置かれた左京域から検討してみることにする。

I 左京地区の条呈地割

左京の属する加茂地区にみられる条里地割は， N

10Wの方位をもって，沖積平野部をほぼ全域にわた

って覆い，木津川の北岸と南岸の条里地割は，東西

線，南北線ともに，みごとに整合する〈図2)。また，

宮の置かれた木津JII::jヒ岸の下位段丘告においても，

断片的ながら見い出会乙とができる。つまり，廃都
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図2 左京域の条里地割分布

後，宮域にも条里地割の施行がおよんだことになり，

朝堂院および内裏部分で顕著な遺構を発掘し得ない

のは，おそらく条里施行にあたって，遺構の破壊が

著しかったものと想像される。ただ，大極殿の発掘

により，その中軸線が西へ10ばかり振れることが確

かめられており，その延長線は，足利良が指摘して

いる朝堂院南辺の応天門から宮城南辺の朱雀門に至

る歩道跡にあたると考えられる，掘り込みの中心を

通り抜けることになり，これが恭仁京大内裏の中執

線，すなわち左京の中軸線にあたるものと考えられ

る。この中軸線、の方向は，条里地割の南北線の方位

とー致するばかりか，条里地割の坪界線，谷岡武長

の条里復原によると，里界線そのものにも一致する

ことが特に注目される。谷岡氏がすでに「恭仁京は

条皇の界線を基準として経営されたことになる」と

述べているが，少な《とも恭仁京の中軸線を南北の

基準線として加茂地区の条塁が施行されたことは，

言い得るであろう。さらに東西の基準線であるが，

痕跡が明瞭な北京極大路の中心線と条里の坪界線が

一致するため，加茂地区のほぼ北端に位置する北京

極大路が基準になったものと考えられる。

このように，恭仁京廃都後，その条坊に従って条

里地割が施行されたととはほぼ確かめ得るが，この

条里地割が，そのまま恭仁京造営以前にも存在した

ものであるか否かが問題となる。このことについて

は，大極殿の東西および南北の中軸線がともに界坪

線にあたること，足利良の指摘にあるように，本来

正方位であるべき宮および京の条坊がN10Wの傾き

をもっていることは，既存の条里地割を利用したも

のと考えるのが妥当で・あろう。従って，朱雀大路中

心線および北京極大路中心線は，おそらく既存条塁

の坪界線を用いたことが察せられるが，現存条里地

割の広がりをそのまま恭仁京以前の状況と考えるの

は早計であろう。というのは，南京極線の北と南と

では地割方向に明瞭な違いがあり，南側に認められ

るN100Eの条里地割が，一部北側へも続くことが

注意されるからである。恭仁京造営以前，加茂地区

の南部には，赤田川河谷の傾斜に従った N100Eの

条里地割がある程度広がっており，廃都後，京域に

属した部分のみが，主要条里の地割方向に改められ

たのではないかとする足利氏の考え方が最も適当で

あると考える。ともあれ左京域では，恭仁京造営以

前から，すで、にN10Wの条里地劃lが卓越していたも

のと考えられる。

E 右京地区の条里地割

さて，右京の場合はどうであろうか。検出された

条星地割は，図3のごとく，左京域に比べて極めて

複雑な分布状況を示す。第1点は，木津川北岸の条

里地割の傾きはN1~20Eで，南岸のそれとほぼ同じ

であるが，両者の東西線，南北線はともに不整合で
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図3 右京域の条里地割分布

あること。第2点は，南岸の条里地割に，南北に幅

84メートルと2.3メートルの2本の余剰帯，東西に幅

15メートルの余剰帯が存在することである。条里計

測の結果ではきわめて精巧な原プランが復康できる

ので，これらの余剰帯は，それなりの意味をもつも

のと理解すべきであるう。

そこで，まず最初に，これらの余剰帯の存在意味

について考えてみか。図4の余剰帯Aは，足利官

のいう「作り道J，すなわち左京の中心線にあたる

とされる道路状窪地帯を含むことになる。さらに，

その幅員は84メートル，すなわち28丈で，延喜式の

規定「朱雀路庚廿八丈」にみごとに一致し，平城京

跡で確認された朱雀路築地心々距躍ともほぼ一致す

る。ところで，朱雀大路北端の朱雀門は宮域南辺の

中央に位置したはずであるから，恭仁京の場合，朱

図4 木津地区の余剰帯

雀大路は左京中心線ということになり，その痕跡も

わずかながら土地割によって知ることができる。と

ころが朱雀大路への入口にあたる羅城門の位置は，

左京南部が山地にかかるため，右京中心線の南端以

外には考えられず，右京中心線にもう 1本の朱雀大

路を想定することがきわめて自然ということになる。

従ってこの余剰帯は，Iもう 1本の朱雀大路」そのも

のであるとの考えに導かれるのであるが，あまりに

話ができすぎていると思われるので，疑問点を取り

出してみた。その第 1は，左京の朱雀大路が条星の

坪界線を基準にしでいると考えられるのに対し，右

京の朱雀大路は何を基準としているのか。足利氏が

右京中心線にあてた「作り道」の窪地帯は，余剰帯中

心線よりも東へ35メートルばかりずれる，という点

であり，第2は，朱雀大路幅が余剰帯として残った

のであれば，東西築地線が条里施行の際の基準線と

なったはずであるが，果たしてそのようなことがあ

り得たのか，という点であるq

「作り

として



設置されたとみられるところからすれば， r作り道」

はその時期からの，きわめて重要な幹線路であった

とみられる。その痕跡を南北にたどれぽ，中ツ道の

ような直線路ではなく，かなりルーズな屈曲がみ

られるが，よく注意すれば，その屈曲は決して84メ

ートルの余剰幅からはみ出すことなく続くことに気

がつく。しかも，コアザ「東作り道」と「西作り道」

の境界は，余剰帯中心線とほぼ一致する。これらの

ことから推測すると，現在に残る「作り道」の痕跡

は，廃都後の朱雀大路を利用して，その幅員内でつ

けられたものであって，恭仁京造営以前には，中ツ

道と同様の直線路が，余剰帯の中心線にあたる位置

に通じていたものと考えることができる。よって，

右京の朱雀大路は，これを中心線として設けられた

と解釈することも可能となる。

その 2は，余剰帯の解釈と関係する。その位置は，

余剰帯の中心線を基準としても，足利氏のいう窪地

帯を基準としても，右京条坊の西二坊坊門小路から

わずかに西へずれるため，条坊との関係を求めるこ

とは困難である(図4)。その余剰幅は23メートル

で，余剰帯の余剰幅84メートルと合わせると 107メ

ートルとし、う数字になり， 1町 (109メートル〉と

はなはだ近似することが注目される。従って，この

数値を 1町と仮定して解釈するならば，余剰帯Aの

東辺アーイと余剰帯Bの西辺ウーエとの聞には，も

ともと 8個の坪が並んでおり，ウーエ以西の条里地

割と整合していたことになる。そして廃都後に，朱

雀大路の西築地線オーカを基準に条里地割の割りつ

けがなされたために，もとの条里地割との聞に余剰

帯Bが生じたということになる。ただ，この余剰帯の

西側の 2坪が京域内に属するにもかかわらず，京域

外の条里地割と整合していることに関しては，ある

いは， ここまで完全に条坊のま整備が歪っていなかっ

たものと考えられる。以上のような解釈に立てば，余

剰帯Aの東辺アーイは既存条塁の坪界線にあたり，

この坪界線を基準に西へ28支の朱雀大路幅がとられ

たということになる。この線はまた，谷岡宮の復原に

よると，相楽郡条皇の七条と入条との界線にあたる

ことも，左京の中軸線が条a.界線にあたることと共

lこ注目され，朱雀大路がのちに条里呼称の基準線に

なったものと考えられる。

次に，築地線をもって，条里施行の際の基準線にあ

てることがあり得たか否かであるが，余剰帯Cが右

京南京極線にあたるため，これについて検討してみ

ることにする。その幅員は15メートル，すなわち 5丈

で，延喜式の規定「南極大路十二丈，羅域外二丈，路庚

十丈」のうち，築地心々は路庚十丈にあたるから，そ

のちょうど半分ということになる。この 5丈の余剰

帯をキーグを軸線として北へ折り返してみると，こ

れに一致する地割線ケーコが認められ，この地割線

と，余剰帯南辺の坪界線サーシとの聞が，幅10丈の南

京極大路の路広とみなされる。この推定が正しいこ

とは，推定南京極大路中心線キ-tTを基準に平城京

のプランに従って北へ割りつけた条坊の，五条大路

の1町北の小路にあたる北側溝の位置で，東西溝が

発掘されTJことからも伺える。この南京極大路の中

心線を西へ延長すると，右京域外で条里の坪界線と

一致するため，これが恭仁京造営以前の坪界線であ

り，それを南京極大路の中心線，つまり基準線とし

たものと思われる。その 5丈南サーシが京南におけ

る条皇地割の坪界線であるから，廃都後，南京極大

路の南築地を基準線として，京南の条塁地割が施中

されたことになる。また，余剰帯北側の京内に属し

v た範囲の条里地割が，南京極大路の北築地ケーコで

はなく，中心線キークを基準としているのは，京域

外に残された条豆地割との不整合を避けたためと考

えてよいであろう。ここでもやはり，余剰帯の北辺

および南辺が条里の里界線にあたっていす。

以上の検討によって，余剰帯Aを右京の朱雀大路

と推定する際の疑問は解消されたものと考える。従

って，筆者の推定に誤りがないとすれば，右京域は，

足利氏の復原案より西へ35メートノレずれることにな
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図5 木津地区における条星再施行の方向

る。

また次の点も明らかになった。すなわち，恭仁京

造営以前に，木津地区にも，その基準となり得る条

星地割が存在したこと。廃都後は，朱雀大路および

南京極大路を基準に，図5のごとく条里地割に復さ

れたことである。

次に木津川北岸山城地区の条里地割についてみる

ことにする(図3)。先述したように，南岸のもの

とは不整合であ 6.南岸の条里地割が右京条坊と深

い関連を有するのに対し，北岸のものについては，

そのような関連は見い出し難い。ただ，右京西一坊

大路中心線が南北の坪界線とほぼ一致するため，廃

都後，これを基準線として条里地割が施行されたと

考えることも可能である。この地域の条里地割で特

に注目されることは，木津川をへだてた西岸の条息

地割と，東西線，南北線ともに整合することである。

しかも西岸の祝園地区にみられる条里地割は，南北

線に関して，北部のものがほぼ正方位であるのに対

し南部のものはN20Eと不整合である。山城地区

のものは，このうち南部のものと整合関係にある。

この不整合の原因を施行単位の違いに求めるのは，

木津川を介しながら整合関係にある地割が存在する

ため困難であり，次のような解釈が可能であろうと

思われる占つまり，山城地区と祝園地区南部は，現

ー-14一一

在の土地利用においても焔みぷ卒越する自然堤防地

帯である。かかる土地条件のもとに条里地割が連続

するのは，きわめて特殊で，他の地区と同様に，恭

仁京造営前から存在した地割であるとの速断はひか

えるべきであろう。むしろ，廃都後，他の地区が条

豆地割に復されるのと同時に，あるいはそれより遅

れて，開発を目的とした条里地割施行が行われたと

考えるべきではなかろうか。

おわりに

以上の検討によって，ほぼ当初の目的は達せられ

たと思われる。要約すれば及恭仁京は既存の条里地

割を基準に造営されたものであり，廃都後，条里地

割に復するにあたり，左京ではほぼ旧状に戻された

のに対し，右京では条坊を新たな基準となしたのが

対照的である。

恭仁京造営前の条里地割の施行期については，明

らかにするところはなかったが，大和の中ツ道の延

長にあたる「作り道」が条里地割にのらないことか

ら，中ツ道創設の時期，つまり推古期を湖らないこ

とは，ほぼ確かであろう。今回の検討からは，それ

以上のことは言えないのであり，今後の研究に期待

するところである。

余剰帯については，これまで「道代」として，古

道の復原に利用されてきたが. i道代」と考えるの

が困難な場合も，実際には多く存在する。今回の検

討では，条里再施行法との関係から，余剰帯に条坊

跡との意味づけをすることができた。長岡京跡にお

いても，北京極大路と考えられている位置に余剰帯

が存在し，前dでは「道代」と解釈したが，あるい

は恭仁京跡と同様の解釈も可能であろうと思われる。

大胆な臆測に終始せぬよう心がけたつもりである

が，そのきらいなしとは言えない。諸賢の御叱正を

いただければ幸いである。

末筆ではあるが，恩師谷岡武雄，足利健亮両先生

に感謝の意を表したい。(宝塚市立高司中学校〉
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